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Ⅰ 基本方針 

   

公益財団法人川崎市公園緑地協会（以下「協会」という。）の目的は、緑の保全と緑豊

かな街づくりの推進及び公園緑地の円滑な運営をとおして市民に健全な利用の促進を図

るとともに、潤いと安らぎのある街づくりを行うことにより、地域社会の健全な発展に寄

与することです。また、目的達成のため「緑の街づくりの推進及び普及啓発に関する事業」

「公園緑地の運営及び健全な利用促進に関する事業」の２つの公益目的事業と駐車場、売

店運営などの収益事業を柱に、川崎市の緑の保全と緑豊かな街づくりに取り組んでまいり

ます。更に市民等の緑の活動支援や育成、普及啓発のためのボランティアセンターとして

の機能を有する緑の拠点として当協会を位置づけ、公園緑地等の運営管理をとおして緑の

普及啓発のための自主事業を展開し、緑に関する事業を推進拡充してまいります。 

 

Ⅱ 事業運営方針 

１ 公益目的事業の推進 

（１）公園緑地等における中間支援機能の活性化とグリーンコミュニティの形成 

協会は、令和７年度も緑のボランティアセンターとしての機能を発揮し、市民活動 

 の拠点として公園緑地等で緑のボランティアの育成及び支援の拡充に努めてまいり

ます。また、緑のボランティアを対象とした各種講座・イベント等の内容を充実させ、

公園緑地等における持続的な協働の取組を推進し、中間支援機能の活性化を図り、公

園緑地の新たな担い手を育てる仕組みづくりを始めてまいります。 

市民による公園緑地を中心としたグリーンコミュニティの形成を促進し、地域の活性 

化と花と緑を介して市が進める地域包括ケアシステムの構築に繋げてまいります。 

（２）情報発信（広報）の推進と拡充 

   今年度も、ホームページ・ＳＮＳ・広報誌等の各種メディア媒体を活用し、公益目 

的事業の受益者の拡充を図ってまいります。 

 また、フェイスブックの充実や二次元コードの活用によりイベント・講座等の周知 

申込みなどの利便性を高め市民サービスの向上に努めてまいります。 

協会事業運営においても、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）化を推進して 

まいります。 

（３）安全・安心の確保と提供 

 今年度も、公園施設等におけるメンテナンスと安全作業に重点を置いた管理を行い、 

公園施設内での事故の未然防止と利用者の事故防止啓発活動に取組み、安全・安心の 

実現に努めます。また、事件・事故・災害等の不測の事態に備え、職員に対する教育・ 

研修を定期的に実施します。 

 

２ 経営基盤の安定と財源の確保 

令和７年度は、公園施設等の指定管理者事業も始まり、新たな事業収益確保に取組

みます。また、自主的財源確保に向けた駐車場、売店、とくに自動販売機の収益事業

の拡充と新規開拓を図り、経営基盤の安定化と財源の確保に努めます。 

今年度も事業の簡素化や経費の縮減を進め、効率的な組織運営と公益法人として 

  適切かつ健全な事業運営に努めてまいります。 
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Ⅲ 事業計画 

１ 公益目的事業１（緑の街づくりの推進及び普及啓発に関する事業） 

（１）緑化推進事業   

①緑地保全事業 

    特別緑地保全地区・緑の保全地域（以下「緑の保全地域等」という。）、緑地保

全協定地、保存樹林、保存生垣及び保存樹木等の管理協定を市と締結した土地所

者に対し、管理に要する費用の一部を助成 

    ア 緑の保全地域等 ５４．９ha 

    イ 緑地保全協定地 ５７．１ha 

    ウ 保存樹林 ３８ヶ所 

    エ 保存生垣 ３６ヶ所  

    オ 保存樹木７３５本 

    カ まちの樹 ３５本 

                

②緑化推進事業 

    ア 事業所緑化 

     ・川崎市みどりの事業所推進協議会への活動費用の一部を助成 

    イ 生垣づくり 

     ・公共性がある場所で、延長５ｍ以上の生垣の設置、または既存のブロック                                             

塀等を撤去し生垣を新設する場合、費用の一部を助成 

ウ 駐車場緑化 

・公共性がある場所の駐車場を延長１０ｍ以上緑化する場合、樹木の助成 

エ 屋上・壁面緑化 

・市街化区域内において、建築物等の屋上・壁面を緑化する場合、費用の一

部を助成 

オ まちの樹診断及び治療 

     ・「まちの樹」に指定された樹木について、樹木診断及び治療を行う場合、  

その費用の全部又は一部を助成 

    カ モデル地区緑化 

・地域の緑化と住民の緑化意識の高揚を図り、花と緑のあふれる潤いのある 

 地域づくりを推進するため協会と協定を締結した団体に対し草花等を助成 

 

２ 



③普及啓発事業 

    ア 思い出記念樹 

・出生、保育園・幼稚園入園、小学校入学の思い出記念として、市民に記念 

樹を贈呈 

イ 緑化に関するパンフレットを作成、諸行事において花の種とともに配布し、 

      緑化を啓発 

    ウ 花と緑の推進活動 

     ・花苗等を提供し、市内の緑化を効果的に進めるため、次の箇所の緑化活動 

を市民や企業との協働で実施 

     ・武蔵中原駅周辺（中原区）、東名川崎インタ－チェンジ周辺（宮前区）、ば 

      ら苑アクセスロ－ド（多摩区）、吹込交差点周辺（麻生区） 

    エ 川崎市緑化基金募金活動 

     ・夢見ヶ崎動物公園（動物園まつり）等で緑を守り育て、増やすことを目的 

      に募金活動を実施 

 

④花の街かど景観事業 

    ア 市役所通り花の街かど景観事業 

・花壇１７箇所、ハンギングバスケット２７基の草花等の維持管理 

    イ 川崎駅前花の街かど景観事業 

     ・花壇５箇所の草花等の維持管理 

 

 （２）緑のボランティアセンター管理運営事業 

   ①わがまち花と緑のコンクール事業 

    市内の優れた景観の発掘と花と緑の活動をしている人々の交流を目的に第２０ 

    回までコンクールを実施しましたが、全国都市緑化かわさきフェアの開催を契 

    機に、本事業のリニューアル準備期間として本事業を休止し、新たに花と緑に 

    よるきっかけの創出や交流を推進する事業を実施 

 

   ②緑のボランティア育成事業 

    ア 里山ボランティア育成講座（かわさきの森づくり） 

・かわさきの森づくりと題して、保全緑地を里山として持続的に維持できる 

 里山ボランティアの育成と基本知識について学ぶ講座を開催  

実践編（年１３回） 講義編（年２回）  

３ 



    イ こども自然体験教室（こども黄緑クラブ） 

     ・楽しみながら四季の自然に親しみ、川崎の緑を守り育てるこどもたちとそ

の保護者を応援する目的で開催（年１２回・大人編３回含む） 

    ウ コミュニティガ－デン入門講座 

     ・地域での緑化活動やグリーンコミュニティ形成のための人材を育てること 

      を目的とした入門講座を開催（６日間） 

 

   ③緑のボランティア活動支援事業 

    ア 緑の活動団体等による緑化    

     ・公開性の高い場所で、年間を通じて植樹、花壇づくり、プランタ－等によ 

る緑化を行い、年間を通して維持管理を行う団体や下草刈等の緑地保全活 

動を行う団体を緑の活動団体として登録し、活動資金の一部を助成 

イ 花と緑の交流会の開催 

・川崎市内の花や緑に関する団体が、日頃の活動の成果を広く市民に発表す 

るとともに、これらの人々の交流を深めることを目的に開催 

    ウ 出前講座、活動支援 

     ・緑の活動団体及び管理運営協議会・公園緑地愛議会など緑に関するボラン 

ティア団体等を対象に、各活動場所にて技術の向上や情報提供、指導、支 

援、助言等を行う 

エ 緑地保全活動 

     ・かわさき里山コラボ事業（市と協定を締結し、継続的な里山保全管理を実 

      施する企業等）への助言・指導者の派遣等 

     ・緑地保全活動への作業指導及び川崎市主催の保全管理計画の策定ワ－クシ 

      ョップ等での助言等 

オ 緑の人材バンク登録者の活用 

・市内の緑の推進を図るため、里山ボランティア育成講座、コミュニティガ 

－デン入門講座修了生の登録者を育成し、イベントのスタッフ、花と緑の 

相談員、出前講座、活動支援等に活用する 

     ・緑の人材バンクのスキルアップを目的とした緑地保全活動等の研修を実施 

（年５回） 

    カ 情報誌の発行 

     ・緑のボランティアへの情報提供、交流を目的に「緑のボランティア通信」 

      を発行 

 

４ 



キ 図書、道具の貸し出し 

      ・花と緑の関係図書や作業用鎌、のこぎり等の道具の貸し出し 

ク 公園緑地愛護会、公園管理運営協議会連絡会における広報活動 

・公園緑地愛護会や公園管理運営協議会への情報提供等を実施 

 ケ チャレンジボランティア体験学習（チャレボラ） 

     ・川崎市内在住・在学の学生を対象に、夏休みの期間中、緑のボランティア 

      等の体験学習を実施（３プログラム・計４日） 
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２ 公益目的事業２（公園緑地の運営及び健全な利用促進に関する事業） 

（１）公園緑化・利用促進事業 

   ①公園緑化推進事業 

    緑豊かな公園の緑化推進を図るため等々力緑地等を中心にボランティア等との協 

働により草花の植え付け等を実施 

     ・実施時期  年 間 

     ・実施内容  花壇づくり 

   ②広報誌等の発行 

 広報誌「グリ－ンライフかわさき」の発行 

     ・公園緑地の利用活性化及び都市緑化の普及啓発を目的に実施 

     ・実施時期春・秋年２回の発行 

   ③ホ－ムペ－ジの発信 

    ホ－ムペ－ジを活用し Web 広報を通して、協会事業の紹介及び施設・イベント 

    等の情報をタイムリ－に提供 

     ・アドレス https://www.kawasaki-green.or.jp 

   ④各種イベントの実施 

     ア 公園利活用イベント等の実施 

     全国都市緑化かわさきフェアを契機に川崎市内の公園緑地の利活用と活性化を

目的に公園緑地等で各種イベント等を実施し、中間支援組織の拡充を図るとと

もに、川崎の花と緑を守り育てていく仕組みづくりを実施      

イ 生田緑地ばら苑一般開放時（春・秋）のイベント・講習会 

     施設の利用促進と、緑化の推進を図ることを目的にバラに精通した講師を招き、 

バラの育て方等の講習会、来苑者が撮影した苑内のバラ写真の展示、地元中学 

生、地元演奏家によるコンサート、ばら苑ボランティアによる苑内ガイドツア

－を実施 

     ・実施時期  春・秋バラの一般開放時（土曜・日曜・祝日に実施） 

・実施場所    生田緑地ばら苑 

    ウ 花と緑の講習会の開催 

     市民の緑化意識を高め、季節の草花による花植えの楽しさと技術向上を目的に

講習会を開催 

   ⑤他団体への協賛事業 

     ・子ども写生大会 

６ 

https://www.kawasaki-green.or.jp/


 （２）公園緑地等の運営事業 

   ①生田緑地ばら苑のバラ育成及び管理運営業務 

     ・バラ約８０５種３，２９６株の育成管理に関すること 

     ・施設内の維持管理に関すること 

・春秋ばら苑一般開放時における施設警備及び来苑者の安全確保、案内及び 

サ－ビスの向上に関すること 

     ・ボランティアの指導、育成等に関すること 

     ・ばら根頭癌腫病の対策に関すること 

   ②緑化センタ－管理運営業務（指定管理者事業） 

    ア  事業内容 

     ・都市緑化に係る相談、指導及び広報活動に関すること 

     ・施設の維持管理業務に関すること 

     ・樹木、草花及び種苗の配布及びあっせんに関すること 

     ・その他都市緑化の推進等に必要な業務に関すること 

     ・自主事業業務に関すること 

     ＊都市緑化植物園：面積１．２ha 

     ・園路広場、修景施設、休養施設、教養施設等 

    イ 指定管理期間 

     ・令和７年４月１日～令和１２年３月３１日（５年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 



３ 収 益 事 業  

（１）有料駐車場の運営 

事業内容 

  公園駐車場の運営（料金徴収及び管理運営） 

駐車場の名称等 

駐 車 場 名 面  積（㎡） 収容台数（台） 料     金 

 

 

 

王禅寺ふるさと公園 

駐車場 

 

 

 

 

 

 

稲田公園駐車場 

      

 

 

 

 １，８９１ 

 

 

 

 

 

１，０１８ 

 

 

６２ 

 

 

 

 

 

３２ 

普通車 

 １時間以内   ３００円 

 超過 

 ３０分毎     ５０円 

バス    

 ２時間以内 １，０００円 

 超過 

 ３０分毎    ２５０円 

 

 

普通車 

２時間以内   ４００円 

超過 

３０分毎     ５０円 

 

生田緑地ばら苑 

臨時駐車場 

 

１，２５０ １００ 普通車１日１回１，０００円 

計   ３ヶ所 ４，１５９ １９４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 



 

（２）売店等の運営 

    事業内容 

    公園緑地利用者及び諸行事のための臨時売店等を運営 

 

① 売 店 

   公園緑地等で開催される催物、行事等の際に出店 

  （ばら苑春秋開苑時等） 

② 自動販売機 

設置場所 台数 設置場所 台数 設置場所 台数 

 大 師 公 園  １ 西加瀬北公園  １ 土橋７丁目公園 １ 

 池上新田公園  １ 宮内公園  １ 菅 生 緑 地   １ 

江川ふれあい公園  １ 梶ヶ谷第１公園   １ 三田第１公園   １ 

 小田７丁目公園  １ 久地梅林公園   ２ 稲 田 公 園   ７ 

 御 幸 公 園  ３ 下作延第２公園   １ 南生田 1 丁目公園 １ 

 夢見ヶ崎公園  ５ 千年新町公園 １ 中野島中央公園 １ 

 塚越第４公園  １ 千年新町三角公園    １ とんびいけ公園   ３ 

 中原平和公園 １０ 宮崎第４公園 １            王禅寺ふるさと公園   ３ 

 平 間 公 園  ２ 鷺 沼 公 園 １ 片平公園 ２  

 下沼部公園  １ 有馬こども公園   １      

向河原駅前広場公園  １ 犬蔵くすのき公園 １ 新規市内公園予定 ２０ 

等々力緑地  ２ 犬蔵さくらの丘公園  1 合  計  ８２ 

                                ＊前年度（６２） 

９ 



Ⅳ 組織 

１ 協会の機関 

（１）評議員・評議員会 

     評議員会は、すべての評議員をもって構成し、理事及び監事の選任又は解任、 

    理事又は監事の報酬等の額、評議員に対する報酬等の支給の基準、貸借対照表 

及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認、定 

款の変更、残余財産の処分、基本財産の処分又は除外の承認のほか、法令又は 

定款で定められた事項を決議する。 

     

 （２）理事・理事会 

     理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行の決定、理事の職務の執 

    行の監督、理事長及び専務理事の選定及び解職、事業計画及び収支予算の承認、 

    事業報告及び計算書類等の承認のほか、法令や定款で定められた職務を執行す 

る。 

 理    事：理事会を構成し、職務を遂行する。 

 理 事 長：代表理事であり、業務を執行する。 

 専務理事：業務執行理事であり、理事長を補佐し、業務を分担執行する。 

 

（３）監事 

   協会の業務及び財産の状況、並びに理事の職務の執行を監査し、監査報告を 

  作成する。 

 

（４）事務局 

    協会の業務及び管理並びに事務全般を処理するため事務局を設置する。 
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専務理事
事務局長兼務

理事(常勤） 総 務 課

総務課長１

総 務 係

係長１  担当１

専門職１

＊臨時職員は含まず
担当１

 

 

合計 3 8 9

緑化センタ－

20

駐 車 場

 

    ＊役職員数（令和７年４月１日現在数）

区分 常勤役員 職員 嘱託 計

［監事２名］

業 務 課　

　業務課長１

　

ば ら 苑

担当係長１ 担当１

　

緑の推進
支援係

係長１ 担当１

専門職２

業 務 係

係長１ 担当１

［理事７名（常勤３・非常勤４）］

理 事 長

担当係長１ 担当１

　

　　緑の推進支援課長１

協 会 組 織 図

評議員会

［評議員６名］

監　事
緑の推進
支援課

理 事 会
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